
決
定
書
の
中
で
審
査
官
の

判
断
に
つ
い
て
２
つ
の
パ
タ
ー

ン
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
１
つ
め
の
パ
タ
ー
ン

で
す
が
、
骨
折
の
事
例
で
す

の
で
、
療
養
費
の
支
給
対
象

と
な
る
、
外
傷
性
が
明
ら
か

な
負
傷
で
あ
る
か
を
判
断
し

て
い
ま
す
。

次
に
医
師
の
同
意
が
あ
る

か
ど
う
か
で
す
が
、
申
請
書

の
摘
要
に
「
医
師
の
同
意

1

令
和
３
年
７
月
12
日
〇

〇
ク
リ
ニ
ッ
ク

〇
〇
医
師
」

と
記
載
が
あ
る
こ
と
で
医
師

の
同
意
が
あ
っ
た
と
認
定
し

て
い
ま
す
。

そ
の
次
に
不
支
給
理
由
に

つ
い
て
の
判
断
を
続
け
ま
す
。

保
険
者
は
「
柔
道
整
復
の
施

術
は
、
保
険
医
療
機
関
（
病

院
、
診
療
所
な
ど
）
で
同
じ

負
傷
等
の
治
療
中
は
、
施
術

を
受
け
て
も
保
険
等
の
対
象

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
・
・
・

保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
の

投
薬
期
間
は
併
給
と
み
な

し
、
・
・
施
術
料
の
７
割
は

お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
・
・
」

と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、

（
療
養
費
の
支
給
基
準

留

意
事
項
通
知
）
「
第
一
通
則

９

保
険
医
療
機
関
に
入
院

中
の
患
者
の
後
療
を
医
師
か

ら
依
頼
さ
れ
た
場
合
の
施
術

は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
に

往
療
し
た
場
合
、
患
者
が
施

術
所
に
出
向
い
て
き
た
場
合

の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
支
給

対
象
と
し
な
い
こ
と
。
」
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
保
険

医
療
機
関
に
通
院
中
で
あ
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
、
同
一

疾
病
に
つ
い
て
、
療
養
の
給

付
と
柔
道
整
復
に
よ
る
療
養

費
の
併
用
が
一
切
認
め
ら
れ

な
い
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
」

と
の
判
断
を
示
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
（
前
述
の
留
意

事
項
通
知
）
「
第
一
通
則
８

既
に
保
険
医
療
機
関
で
の

受
診
又
は
他
の
施
術
所
で
の

施
術
を
受
け
た
患
者
及
び
受

傷
後
日
数
を
経
過
し
て
受
療

す
る
患
者
に
対
す
る
施
術
に

つ
い
て
は
、
現
に
整
復
、
固

定
又
は
施
療
を
必
要
と
す
る

場
合
に
限
り
初
検
料
、
整
復

料
、
固
定
料
又
は
施
療
料
を

算
定
で
き
る
こ
と
。
な
お
、

整
復
、
固
定
又
は
施
療
の
必

要
が
な
い
場
合
は
、
初
検
料
、

後
療
料
等
に
よ
り
算
定
す
る

こ
と
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、

柔
道
整
復
に
よ
る
療
養
費
に

お
い
て
、
本
件
不
支
給
理
由

「
・
・
保
険
医
療
機
関
に
お

い
て
の
投
与
期
間
は
併
給
と

み
な
し
・
・
」
と
す
る
、
薬

剤
の
投
与
期
間
で
あ
る
場
合

の
柔
道
整
復
に
よ
る
療
養
費

の
支
給
を
制
限
す
る
規
定
も

見
当
た
ら
な
い
。
」
と
の
判

断
を
示
し
た
。

ま
た
、
「
柔
整
療
養
費
の

被
保
険
者
等
へ
の
照
会
に
つ

い
て
（
平
成
30
年
５
月
24
日

事
務
連
絡
、
令
和
４
年
５
月

27
日
改
正
）
で
は
、
『
・
・

申
請
書
と
被
保
険
者
等
か
ら

の
回
答
が
一
致
し
な
い
場
合

は
、
不
正
が
明
ら
か
で
あ
る

場
合
を
除
き
、
施
術
所
等
に

照
会
を
行
い
、
疑
義
を
解
消

す
る
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

そ
の
際
、
疑
義
の
解
消
に

必
要
な
範
囲
で
の
照
会
を
行

わ
れ
る
よ
う
留
意
さ
れ
た
い
。
・
・
』

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
・
・
・

施
術
者
に
対
し
、
柔
整
施
術

の
必
要
性
を
確
認
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
が
、

理
事
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
資

料
に
お
い
て
、
施
術
者
へ
の

照
会
を
行
っ
た
と
す
る
資
料

が
見
当
た
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
理

事
長
は
、
家
族
療
養
費
の
支

給
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
患
者
、
施
術
所
等
へ
の

照
会
を
行
っ
た
上
で
、
・
・

柔
道
施
術
が
療
養
費
の
支
給

要
件
に
該
当
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
総
合

的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
っ

た
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
」

と
し
、
本
件
不
支
給
理
由

「
・
・
保
険
医
療
機
関
に
お

い
て
の
投
与
期
間
は
併
給
と

み
な
し
・
・
」
に
よ
り
療
養

費
の
支
給
要
件
に
該
当
し
な

い
と
し
て
療
養
費
を
支
給
し

な
い
と
し
た
原
処
分
は
、
法

令
及
び
関
係
通
知
に
照
ら
し

合
わ
せ
て
、
適
正
か
つ
妥
当

で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
判
断
す
る
と
し
て
、

保
険
者
の
処
分
を
取
り
消
し

ま
し
た
。

次
ペ
ー
ジ
へ
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厚生局が保険者の処分取消す

骨折事例８件審査請求勝訴

医科との併給による不支給対応

日
整
保
険
部
で
は
、
令
和
３
年
９
月
か
ら
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

弁
護
士
を
交
え
２
か
月
ご
と
に
保
険
部
会
を
開
催
し
、
柔

道
整
復
療
養
費
の
医
科
と
の
併
給
に
係
る
不
支
給
問
題
に

つ
い
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
伊
藤
宣
人
保

険
部
長
を
中
心
に
千
葉
県
の
不
支
給
事
例
に
つ
い
て
支
給

基
準
等
に
則
り
検
討
を
重
ね
、
骨
折
事
例
８
件
を
対
象
に

審
査
請
求
に
向
け
て
の
文
書
を
整
理
し
、
関
東
信
越
厚
生

局
社
会
保
険
審
査
官
に
対
し
て
審
査
請
求
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
度
、
い
ず
れ
も
保
険
者
の
処
分
を
取
り
消
す
と
の
判

断
が
示
さ
れ
ま
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。

保
険
部
員

細
谷

吉
隆

記

取

組

み

の

成

果

現

る

決
定
ま
で
の
審
査
官
の
判
断
内
容

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
弁
護
士
と



前
ペ
ー
ジ
よ
り

も
う
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
で

す
が
、
前
述
の
場
合
と
同
じ

く
、
療
養
費
の
支
給
対
象
で

あ
る
外
傷
性
が
あ
き
ら
か
な

負
傷
で
あ
る
（
骨
折
）
の
施

療
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

医
師
の
同
意
が
あ
る
こ
と
を

療
養
費
申
請
書
の
摘
要
の
記

載
で
認
定
し
て
い
ま
す
。

そ
の
上
で
、
（
前
述
の
留

意
事
項
通
知
）
「
第
一
通
則

８

既
に
保
険
医
療
機
関
で

の
受
診
又
は
他
の
施
術
所
で

の
施
術
を
受
け
た
患
者
及
び

受
傷
後
日
数
を
経
過
し
て
受

療
す
る
患
者
に
対
す
る
施
術

に
つ
い
て
は
、
現
に
整
復
、

固
定
又
は
施
療
を
必
要
と
す

る
場
合
に
限
り
初
検
料
、
整

復
料
、
固
定
料
又
は
施
療
料

を
算
定
で
き
る
こ
と
。
な
お
、

整
復
、
固
定
又
は
施
療
の
必

要
が
な
い
場
合
は
、
初
検
料
、

後
療
料
等
に
よ
り
算
定
す
る

こ
と
。
と
さ
れ
て
お
り
、
患

者
が
保
険
医
療
機
関
に
通
院

中
で
あ
る
こ
と
の
み
を
理
由

と
し
て
、
同
一
疾
病
に
つ
い

て
、
療
養
の
給
付
と
柔
道
整

復
に
よ
る
療
養
費
の
併
用
が

一
切
認
め
ら
れ
な
い
と
は
さ

れ
て
お
ら
ず
、
保
険
給
付
に

お
け
る
同
じ
内
容
の
治
療
行

為
が
重
複
す
る
こ
と
を
制
限

す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ

ろ
、
・
・
・
当
該
負
傷
の
た

め
・
・
〇
〇
ク
リ
ニ
ッ
ク
を

受
診
し
、
画
像
診
断
が
行
わ

れ
「
右
橈
骨
骨
折
」
と
診
断

の
上
、
薬
剤
が
処
方
さ
れ
、
・
・
・

鎮
痛
消
炎
薬
が
調
剤
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
」

と
し
、
「
前
記
療
養
の
給
付

で
い
う
「
診
察
」
及
び
「
薬

剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給
」

に
と
ど
ま
り
、
「
処
置
、
手

術
そ
の
他
の
治
療
」
に
当
た

る
器
具
等
に
よ
る
療
法
（
＊

電
気
療
法
、
赤
外
線
治
療
、

熱
気
浴
、
ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
、

超
音
波
療
法
、
マ
イ
ク
ロ
レ
ー

ダ
ー
等
に
よ
る
療
法
）
行
っ

た
際
に
算
定
さ
れ
る
消
炎
鎮

痛
等
処
置
は
算
定
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
負
傷

に
係
る
施
術
が
〇
〇
ク
リ
ニ
ッ

ク
に
よ
る
療
養
の
給
付
と
重

複
し
て
い
る
事
実
は
確
認
で

き
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
、

医
科
と
の
併
給
の
た
め
と
の

理
由
に
よ
り
、
療
養
費
を
支

給
し
な
い
と
し
た
原
処
分
は

法
令
等
に
照
ら
す
と
妥
当
で

な
い
と
判
断
す
る
と
し
て
、

保
険
者
の
処
分
を
取
り
消
し

ま
し
た
。

今
回
の
審
査
請
求
の
結
果

で
以
下
の
考
え
が
示
さ
れ
た

こ
と
が
、
「
医
科
と
の
併
給

の
問
題
」
に
つ
い
て
、
柔
道

整
復
師
側
に
と
っ
て
確
実
に

一
歩
前
進
し
た
と
言
え
る
と

思
い
ま
す
。

①
保
険
医
療
機
関
に
通
院
中

で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

同
一
疾
病
に
つ
い
て
、
療
養

の
給
付
と
柔
道
整
復
に
よ
る

療
養
費
の
併
用
が
一
切
認
め

ら
れ
な
い
と
は
さ
れ
て
い
な

い
。

②
保
険
給
付
に
お
け
る
同
じ

内
容
の
治
療
行
為
が
重
複
す

る
こ
と
を
制
限
す
る
も
の
で

あ
る
。

③
療
養
費
の
給
付
を
決
定
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
患
者
、

施
術
所
等
へ
の
照
会
を
行
っ

た
上
で
、
柔
道
施
術
が
療
養

費
の
支
給
要
件
に
該
当
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う

か
を
総
合
的
に
判
断
す
る
必

要
が
あ
る
。

④
保
険
給
付
に
お
け
る
同
じ

内
容
の
治
療
行
為
が
重
複
す

る
こ
と
が
確
認
で
き
な
け
れ

ば
、
不
支
給
決
定
は
法
令
等

に
照
ら
し
て
妥
当
で
は
な
い
。

今
回
は
関
東
信
越
厚
生
局

で
の
判
断
で
あ
り
、
さ
ら
に

医
科
と
の
併
給
の
問
題
を
解

決
す
る
た
め
に
は
、
各
厚
生

局
の
社
会
保
険
審
査
官
に
同

様
の
判
断
を
し
て
も
ら
う
こ

と
が
重
要
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
医
科
と
の

併
給
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に

不
支
給
と
な
っ
た
事
例
に
つ

い
て
は
、
患
者
さ
ん
に
協
力

を
お
願
い
し
、
積
極
的
に
審

査
請
求
を
行
い
、
今
回
と
同

様
の
結
果
を
積
み
上
げ
て
い

く
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い

ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
日
整
保
険

部
は
審
査
請
求
を
行
う
に
あ

た
っ
て
、
文
書
作
成
等
に
つ

い
て
協
力
い
た
し
ま
す
。
必

要
が
あ
れ
ば
都
道
府
県
柔
道

整
復
師
会
を
通
じ
て
日
整
保

険
部
ま
で
ご
連
絡
を
く
だ
さ

い
。
審
査
請
求
の
結
果
を
踏

ま
え
厚
生
労
働
省
、
保
険
者

と
「
医
科
と
の
併
給
の
問
題
」

に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

会
員
の
皆
様
の
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

令和５年（２０２３）５月１５日日整トピック第５０号（２）

柔道整復師における療養費の請求は健康保険法に基

づき受領委任の取り扱いとして被保険者・世帯主から

委任を受けて保険者に請求することとなります。保険

者は法律と通知に基づき決定された金額を柔道整復師

に支払うこととなります。療養費は保険者の裁量権に

より決定されますが、決定に対して不支給等があった

場合、行政不服審査法により異議を申し立てることが

できます。これが審査請求となります。

・行政不服審査法

行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分そ

の他公権力の行使に関し、国民が簡易迅速かつ公正な

手続きの下で広く行政庁に対する不服申立てをするこ

とができるための制度を定める法律です。

・行政に対する不服申し立て（審査請求）

１. 審査請求とは？

行政不服審査法では、公権力の行使に当たる行為に

関し、国民が行政庁に対する不服申立てをすることが

できるための制度を定め、これによって国民の権利利

益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保し

ようとしています（第1条）。このうちのひとつが、

審査請求です。

２. 審査請求ができる場合とは？

審査請求ができるのは、以下の二つの場合です。

（１）行政処分による権利侵害のおそれがある場合

行政処分によって権利または法律上保護された利益が

侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある場

合は、審査請求による不服申し立てが可能です（行政

不服審査法第2条）。

（２）法令上の申請に対する返答がない場合

また、行政に対して法令に基づく申請を行ったにも

かかわらず、相当な期間返答がなく放置されている場

合には、当該不作為について審査請求ができます（行

政不服審査法第3条）。

３. 審査請求の流れ

審査請求を行う場合、申請→審理→裁決の順で手続

きが進行します。

審査請求について

確
実
に
一
歩
前
進

保険部長 伊藤宣人 文責


